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平成 29年度 11月補正予算 

 

                                                   ３，５１９，０６０千円 

（債務負担行為   ２，７１８，０００千円 ） 

（繰越明許 費         ６３，０００千円 ） 

 

 

 

（歳 出）                                              ２，６１０，１９８千円 

（債務負担行為   ２，６４４，０００千円 ） 

（繰越明許 費         ６３，０００千円 ） 

 

 

○は現計予算  ●は債務負担行為の設定 

◆ 子育て世帯への支援と負担の軽減      （債務負担行為 ５９４，０００千円） 

                 

 

● 認定こども園整備事業        

【債務負担行為の設定:平成 29年度～平成 30年度】   （限度額 594,000千円） 

・平成 31年 4月における待機児解消に向けた追加の施設整備に対する補助等にかかるもの 

（認定こども園３か所を創設） 

 

◆ 教育・生活環境の充実                     【事業費 ３４，９４８千円】 

             （債務負担行為 ６４，０００千円）               
 

○ 小・中学校教育振興事業                    34,948千円 

・就学援助（入学用品費）の早期支給にかかるもの 
 

● 幼稚園施設等整備事業 

【債務負担行為の設定:平成 29年度～平成 30年度】    （限度額 64,000千円） 

・公立幼稚園保育室の空調整備業務にかかるもの 
 
 

◆ 歴史文化資源を活かしたまちの賑わいの創出     【事業費 ７，０００千円】 

 

○ 観光受入環境整備事業                     7,000千円 

・大仙公園周辺の Wi-Fi環境整備にかかるもの 

 

 

 

一 般 会 計 

全 会 計 
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○ 行政情報化推進事務                                55,180千円 

・税制改正（府費負担教職員制度の見直しにかかる税源移譲）に伴う税総合電算システム改修 

 

○● 福祉総合情報システム運営事業                                56,106千円 

【債務負担行為の設定:平成 29年度～平成 30年度】    （限度額 41,000千円） 

・障害者総合支援法等の改正（就労定着支援の創設など）に伴うシステム改修 

 

○ 自立支援医療（育成医療）給付事業                              13,897千円 

・障害児の自立支援医療にかかる扶助費の所要増 
 

○ 児童養護施設等運営助成事業                                   211,946千円 

・国の措置費単価改定に伴う所要増 

 

○ 認定こども園等運営事業                             1,840,477千円 

・国の処遇改善等加算の制度変更、公定価格単価の改定等に伴う所要増 

  

○● 諏訪森神野線事業                                  ▲22,800千円 

【債務負担行為の設定:平成 29年度～平成 30年度】   （限度額 23,000千円） 

・諏訪森神野線代替道路工事の工期変更にかかる債務負担行為への組替 

 

● 南海高野線初芝１号踏切改良事業                

【債務負担行為の設定:平成 29年度～平成 30年度】   （限度額 89,000千円） 

・初芝１号踏切拡幅改良事業において、工事の仕様変更等による経費の所要増 

 

○ 人件費等                                  196,232千円 

・平成 29年度の職員配置等に合わせ、一般会計にかかる職員人件費等の所要増 

 

○ 還付金                                   180,039千円 

・保育対策総合支援事業費国庫補助金などの還付金 

 

○ 繰出金                                                37,173千円 

・国民健康保険制度運営広域化等の制度改正に伴うシステム改修 

・平成 29年度の職員配置等に合わせ、特別会計にかかる職員人件費等の所要増 

国民健康保険事業特別会計へ繰出          21,715 千円 

介護保険事業特別会計へ繰出           15,458 千円 

 

 

 

◆ その他                                       【事業費 ２，５６８，２５０千円】 

      （債務負担行為 １，９８６，０００千円） 
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＜平成３０年度事業の入札等の準備行為のための債務負担行為＞ 

 

● 庁舎管理事業 

【債務負担行為の設定:平成 29年度～平成 30年度】    （限度額 60,000千円） 

・本庁舎清掃業務の更新 

 

● 個人市民税等賦課事務 

【債務負担行為の設定:平成 29年度～平成 30年度】       （限度額 50,000千円） 

・府・市民税特別徴収税額決定通知書等作成及び封入封緘業務の更新 

 

● 水銀使用廃製品適正回収事業 

【債務負担行為の設定:平成 29年度～平成 30年度】     （限度額 28,000千円） 

・水銀使用廃製品の処理業務及び収集運搬業務の更新 

 

● し尿収集事業 

【債務負担行為の設定:平成 29年度～平成 30年度】    （限度額  2,000千円） 

・し尿処理手数料納入通知書等作成及び封入・封緘業務の更新 

 

● 特定医療費（指定難病）助成事業 

【債務負担行為の設定:平成 29年度～平成 31年度】      （限度額 41,000千円） 

・特定医療費（指定難病）支給認定事務補助業務の入札実施にかかるもの 

 

● 子ども家庭情報システム管理事務 

【債務負担行為の設定:平成 29年度～平成 31年度】   （限度額 51,000千円） 

・子育て支援総合システムの一部更新 

 

● 児童手当事務 

【債務負担行為の設定:平成 29年度～平成 30年度】   （限度額  8,000千円） 

・児童手当決定通知書等作成及び封入・封緘業務の更新 

 

● 道路維持事業 

【債務負担行為の設定:平成 29年度～平成 30年度】   （限度額 126,000千円） 

・道路照明灯の修繕等にかかる単価契約の更新 

 

● 橋りょう維持事業 

【債務負担行為の設定:平成 29年度～平成 30年度】   （限度額 32,000千円） 

・橋りょう付属施設等の修繕にかかる単価契約の更新 

 

● 交通安全施設設置事業 

【債務負担行為の設定:平成 29年度～平成 30年度】   （限度額 190,000千円） 

・交通安全施設の修繕等にかかる単価契約の更新 
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● 道路舗装補修事業 

【債務負担行為の設定:平成 29年度～平成 30年度】   （限度額 470,000千円） 

・舗装道路の補修、復旧工事にかかる単価契約の更新 

 

● 公園施設管理事業 

【債務負担行為の設定:平成 29年度～平成 34年度】    （限度額 73,000千円） 

・大浜公園猿飼育施設管理業務等の更新 

 

● 労働安全衛生委員会運営事業 

【債務負担行為の設定:平成 29年度～平成 32年度】    （限度額 14,000千円）  

・教職員定期健康診断業務（雇入時健診）の更新  

 

● 電話教育相談事業 

【債務負担行為の設定:平成 29年度～平成 32年度】    (限度額 35,000千円）  

・子ども電話相談業務の更新 

 

● 学校園管理運営事業 

【債務負担行為の設定:平成 29年度～平成 30年度】    （限度額 35,000千円）  

・学校園産業廃棄物（廃プラスチック類等）収集運搬処理業務の更新 

 

● 学校園維持管理事業 

【債務負担行為の設定:平成 29年度～平成 30年度】    （限度額 352,000千円）  

・学校環境整備及び施設設備の保全等に関する業務の更新  

 

● 中学校給食事業 

【債務負担行為の設定:平成 29年度～平成 32年度】    （限度額 96,000千円） 

・中学校給食予約システム運用業務の更新 

 

● 放課後子ども支援一般管理 

【債務負担行為の設定:平成 29年度～平成 30年度】     （限度額  1,000千円）  

・放課後子ども支援事業納付書作成及び封入・封緘業務の入札実施にかかるもの 

 

● 図書館資料整理業務 

【債務負担行為の設定:平成 29年度～平成 32年度】     （限度額 134,000千円）  

・図書館の資料整理業務等の更新 

 

● 移動図書館運営業務                                     

【債務負担行為の設定:平成 29年度～平成 32年度】     (限度額 35,000千円）         

・移動図書館による市域内の巡回サービス業務の更新 
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（歳 入）                          ２，６１０，１９８千円 

 

○ 国庫支出金                       847,974千円 

・障害者自立支援給付等負担金          6,948千円 

・児童養護施設等措置費負担金          105,973千円 

・教育・保育給付費負担金            721,553千円 

・障害者総合支援事業費補助金            13,500千円 

 

○ 府支出金                      449,619千円 

・障害者自立支援給付等負担金          3,474千円 

・教育・保育給付費負担金                       441,545千円 

・Osaka Free Wi-Fi設置促進事業補助金             4,600千円 

 

○ 繰越金                           1,334,305千円 

 

〇 諸収入                         ▲12,000 千円 

・街路事業負担金                ▲12,000千円 

 

〇 市債                           ▲9,700 千円 

・土木債                                      ▲9,700千円 

                          

【 繰越明許費 】                                     限度額   ６３，０００千円 

○年度内の事業完了が困難なものについて、繰越明許費の設定              

・街路事業（新家日置荘線）                    18,000千円 

・街路事業（鳳上線）                       45,000千円 

 

 

 

◇ 国民健康保険事業特別会計 

 

（歳 出）                           ８９３，４０４千円 

（債務負担行為  ４７，０００千円 ） 
 

○ 一般管理費                                         15,491千円 

・国民健康保険制度運営広域化等の制度改正に伴うシステム改修 

 

○ 国民健康保険料収納対策基金                                  274,982千円 

・国民健康保険料収納対策基金への積立 

 

○ 還付金                                                      592,160千円 

・国庫負担金等還付金   

特 別 会 計 



 

6/6 

○ 人件費等                                                     10,771千円 

・平成 29年度の職員配置等に合わせ、国民健康保険事業特別会計にかかる職員人件費等の所要増 

 

＜平成３０年度事業の入札等の準備行為のための債務負担行為＞ 

 

● 国民健康保険納額通知書等作成及び封入・封緘業務 

【債務負担行為の設定:平成 29年度～平成 30年度】       （限度額 47,000千円） 

・国民健康保険納額通知書等作成及び封入・封緘業務にかかるもの 
 

（歳 入）                           ８９３，４０４千円 

 

○ 国庫支出金                         4,547千円 

・社会保障・税番号システム整備費補助金                  

 

○ 一般会計繰入金                                          21,715 千円 

 

○ 繰越金                              867,142千円 

 
 

◇ 介護保険事業特別会計 

 

（歳 出）                             １５，４５８千円 

 

○人件費等                                                      15,458 千円 

・平成 29年度の職員配置等に合わせ、介護保険事業特別会計にかかる職員人件費等の所要増 

 

（歳 入）                                                   １５，４５８千円 

 

○ 一般会計繰入金                                      15,458千円   

 

 

◇ 後期高齢者医療事業特別会計 

 

（歳 出）                              （債務負担行為  ２７，０００千円 ） 

               

＜平成３０年度事業の入札等の準備行為のための債務負担行為＞ 

 

● 後期高齢者医療納入通知書等作成及び封入・封緘業務 

【債務負担行為の設定:平成 29年度～平成 30年度】      （限度額 27,000千円） 

・後期高齢者医療納入通知書等作成及び封入・封緘業務にかかるもの 


